
第 65口 “社会 を明るくする運動 "

～犯罪や斗卜行を防止し、立ち直りをええる地域のチカラ～

の椎 4に 当たっての お願 い

“社会を明るくする運動"は 、全ての国民が、イL罪 や斗卜行の防止と、あやま

らを犯 した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合

わせ、犯罪や非行のない安全で安′むな地域社会 を集こうとする全国的な運動で

す。

安全で安ぶな国づ くりは、我が国の経済成長や女性・若者が輝 く社会の基

盤であり、地方倉1生 の礎 となるものです。そして、我が国に、
:2020年

オリ

ンピック・パラリンピック東京大会を控え、「世界一安全な国、日本Jを つ く

り上げなければなりません。それを実現ぉするためには、イL罪 の約 6割 をとめる

再イLを 防止するための対策が喫繁の課題であり、あやまらから立ち直ろうとす

る人たちが地域の中で迪勿な「仕事」と「居場所」を確保 し、社会復帰するこ

とができるようえ援することが重要です。

政府においては、昨年 12月 、再犯防上に関する宣言「犯罪に入 らない 0友

さない」を決定 し、この問題に工面から取 り組んでいくこととしました。国民

の客様には、再犯防止及び “社会 を明るくする運動"の 社会的意義を御理解い

ただき、犯罪のない幸福 な社会づ くりに取 り饂む決意のじるしである「幸福 (し

あわせ)の黄色い調根」のもと、様々な分野から多くの方々の参か をいただけ

ますよう移F協力をお願いします。
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内閻鯰理大臣


